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１  策定の趣旨 

本市では、平成16年3月に「つくば市男女共同参画社会基本条例」を制定・施

行し、この条例で男女共同参画社会の構築による人間性の尊重というまちづくり

に向けて市と市民、事業者がそれぞれの立場で果たすべき役割を明確化し、連携

して取り組みを行うことを定めました。 

この度の「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）」の計画期間

満了に当たり、本市における男女共同参画社会づくりの実効性を高めるため、こ

れまで以上に焦点を絞った計画として、新たに「つくば市男女共同参画推進基本

計画（2023～2027）」を策定しました。 

 

 

２  計画の位置付け 

本計画は、 

① 「つくば市男女共同参画社会基本条例」第7条の規定に基づき、本市の男女

共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、その基本的な考

え方と施策の方向性を具体的に示す計画で、「つくば市男女共同参画推進基本

計画（2018～2022）」の後継計画です。 

②「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3

項に基づく、本市における「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する基本的な計画」を含みます。  

③「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条第2項に基づく、本

市における「女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計

画」を含みます。 

 

 

  

つくば市未来構想・つくば市戦略プラン 

つくば市男女共同参画社会基本条例 

つくば市男女共同参画推進 

基本計画（2023～2027） 

〇つくば市高齢者福祉計画 

〇子ども・子育て支援プラン 

〇つくば市健康増進計画  など 

〇男女共同参画社会基本法 

〇第５次男女共同参画基本計画 

〇茨城県男女共同参画推進条例 

〇茨城県男女共同参画基本計画（第４次） 

連携・整合 

連携 

理念 

まちづくりの理念 
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３  計画の期間 

本計画は、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度までの5年間を計画期

間とします。 
 

４  基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

５  基本目標 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けた基盤の整備  

家庭や地域、職場、学校などあらゆる場面において、誰もが自分の生き方を選

択し、個性や能力を発揮しながら自分らしく生きていけるよう、男女共同参画に

関する認識を深められる分かりやすい広報・啓発活動や教育・学習を推進します。 
 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進  

男女がともに、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画できるよ

う、女性の多様な働き方が選択できる環境づくりや仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の推進、審議会等への女性委員の積極的な登用を図ります。 
 

基本目標Ⅲ 一人一人の人権の尊重  

DVや各種ハラスメントを許さない社会意識を醸成するとともに、相談窓口の

周知や相談しやすい体制づくりなど、被害者の早期発見・早期対応と自立支援を

目指します。また、性的少数者等に関する差別の解消に向けた取り組みを推進し

ます。 
 

基本目標Ⅳ 安全・安心な暮らしの実現  

性差に応じた健康課題に対応できるよう、女性特有の健康予防についての正

しい知識を普及し、健康支援を目指します。また、男女共同参画の視点に立った

生活上の困難を抱える人々に対する包括的な支援体制の構築や「防災」の取り組

みを充実します。  

１ 男女の人権の尊重 

２ 男女の自立と多様な生き方の選択 

３ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

４ あらゆる場面における情報や意思の円滑な交換 

５ 国際的協調 
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６  施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 基本目標 ］ ［ 施策 ］ ［ 施策の方向性 ］ 

○男女共同参画を推進するためのセミナー開催 
○男女共同参画情報発信 

（１）広報・啓発のさらなる推進 

○学校での男女共同参画の視点に立った教育 
（２）男女共同参画意識醸成のため

の教育の充実 

◆女性の多様な働き方に関する支援 
◆女性の参画が少ない分野での支援 
◆女性活躍促進に向けた公共調達の評価項目の設定 

（１）職業生活における活躍推進 

◆男性の育児休業取得を促進するための企業への支援 
◆男性の家庭生活への参画促進 
◆育児・介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくり 
◆労働環境改善のための情報提供・啓発 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ 
ライフ・バランス）の環境整備 

◆審議会等委員の女性委員の登用 （３）市政における女性の参画促進 

■ＤＶ防止のための広報・啓発 （１）  

○ひとり親家庭に対する支援の充実 
○つくばこどもの青い羽根学習会の実施 

（２）  

■女性のための相談室の実施 
■男性のための電話相談の実施 
■相談員研修の充実 
■関係機関との連携強化 

Ⅰ 男女共同参画社会に向けた基盤の整備 

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

Ⅳ 安全・安心な暮らしの実現 

○女性の視点を取り入れた防災計画・防災体制づくり 
○地域防災における女性の参画促進 

（２）男女共同参画の視点に立った
防災体制の確立 

（３）男女共同参画の視点に立った
生活上の困難に対する支援 

Ⅲ 一人一人の人権の尊重 

◆女性職員の管理職等登用の推進 
◆育児休業・介護休暇等が取得しやすい環境づくり 
◆職場におけるハラスメント防止対策の推進 

（４）  

○性的少数者に関する情報の発信と啓発 
○性的少数者に関する職員ハンドブックの作成 

（３）  

○女性特有のがん検診事業の推進 
○妊産婦の健康診査及び保健指導の推進 

（１）生涯を通じた健康支援 

○つくば市外国人相談窓口の設置 
（４）多文化共生を踏まえた相談 

体制の充実 

（◆は女性活躍推進計画、■はＤＶ防止基本計画） 
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基本目標Ⅰ  男女共同参画社会に向けた基盤の整備 

■現状 

○「男性は仕事、女性は家庭」という考え方について 

全国、茨城県と比べて、「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に賛成する割合が

低くなっています。また、女性に比べ男性の方が賛成する割合は高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年度つくば市男女共同参画に関する市民意識調査 

■今後の取り組み 

（１）広報・啓発のさらなる推進  

○男女共同参画への理解及び一人一人が個性と能力を十分に発揮することがで

きる社会をめざし、人権尊重や男女共同参画意識の啓発に取り組みます。 

○さまざまな媒体を活用した情報発信や、男女共同参画に関するセミナー開催に

より、男女共同参画に関する広報・啓発活動に取り組みます。 

 

（２）男女共同参画意識醸成のための教育の充実   

○子どもの個性と能力を十分発揮し、将来を見通して自己形成ができるよう、学

校教育における男女共同参画意識の推進を図ります。 

○学校、家庭、地域の連携を図り、多様な教育活動の中で、発達段階に応じた男

女平等・男女共同参画意識の浸透を図ります。 

 

  

回答者数 =

女性 486

男性 417

1.0

3.8

17.1

26.1

30.0

34.1

37.4

21.1

12.3

11.8

2.1

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

つくば市 911

茨城県 1,383

全国 2,645

2.3

3.5

7.5

21.2

22.8

27.5

31.6

26.2

36.6

30.3

41.1

23.2

12.0

5.4

5.2

2.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

つくば市

茨城県

全　国

女　性

男　性

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答



 
5 

 

基本目標Ⅱ  あらゆる分野における男女共同参画の推進 

■現状 

○つくば市の女性の年代別・婚姻形態別労働力率の推移（令和２年） 

令和2年において未婚女性

と既婚女性の労働力率は、特

に25歳から54歳までの年代

で大きな差が見られます。 
 

※労働力率 15歳以上人口（労働力状態「不

詳」を除く。）に占める労働力人口の割合のこ

とをいいます。 
 

資料：国勢調査    

■今後の取り組み 

（１）職業生活における活躍推進  

○就労希望の女性に、職業能力開発の機会を設け、就業に向けた情報提供等を

行います。 

○起業等の多様な働き方を選択する女性や、自営業等に携わる女性に対する支

援を行うとともに、そうした活躍する女性の情報発信にも取り組みます。 

○自営業・家族的経営において、男女が互いに協力して経営等に参画できるよう

な就業環境の整備・支援に努めます。 
 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備  

○長時間労働の削減など働き方改革の推進や男性の家庭等への参画促進、育児

休業の取得促進、多様で柔軟な働き方の導入の重要性等について関係機関と

連携して周知します。 
 

（３）市政における女性の参画促進  

○あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向け、市が

率先して審議会や委員会等への女性委員の推進に取り組みます。 
 

（４）市と市職員が率先して行う取組  

○市の女性職員に対する職域拡大及び管理職等への積極的な登用に取り組み仕

事と家事、子育て、介護等を両立できる職場環境の整備を進めます。 

○職場におけるセクシュアル・ハラスメント等の様々なハラスメントを防止するた

め、相談窓口の周知や相談体制の充実に努めます。  

未婚 既婚

国勢調査（各年10月1日現在）

14.0 

55.6 

80.8 
85.0 84.0 82.5 81.2 80.9 

74.1 

58.9 

26.6 
38.5

59.9

67.8
63.4 64.8

69.1 71.7 70.9 68.6

56.8

24.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

(％)



 
6 

 

基本目標Ⅲ  一人一人の人権の尊重 

■現状 

○ＤＶを受けた人の相談の有無の状況 

DVを受けた際に相談する人は増加していますが、依然として相談しない人もいる

ため、相談窓口の周知やＤＶに関する情報提供の充実等が必要です。 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年度つくば市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

■今後の取り組み 

（１）配偶者等暴力（ＤＶ）根絶のための啓発  

○配偶者等からの暴力（ＤＶ）は重大な人権侵害であり、社会的な問題であるとい

う認識を広く浸透、徹底させるための啓発を行います。 

 

（２）相談体制の充実と被害者の保護  

○被害者の早期発見、早期対応を図るため、相談窓口の周知や利用しやすい体制

の充実とともに、相談や支援にかかわる相談員の専門性の向上を図ります。 

○関係機関や庁内の連携を強化することで、DV被害者の一時保護、自立に向け

た支援の充実に努めます。 

 

（３）性的少数者に関する差別の解消  

○誰もが多様性の中に存在する一人であり、その生き方が尊重されるよう差別

や偏見を取り除くための啓発を行います。 

 

（４）多文化共生を踏まえた相談体制の充実  

○互いの文化や価値観を理解し尊重する視点をもつとともに、外国人が安心して

暮らすことができるよう、相談体制の充実を図ります。  

回答者数 =

令和３年度調査 60

平成28年度調査 63

43.3

25.4

21.7

23.8

33.3

39.7

1.7

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度調査

平成28年度調査

相談した 相談したかったが、相談しなかった

相談しようとは思わなかった 無回答
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基本目標Ⅳ  安全・安心な暮らしの実現 

■現状 

○災害時に避難所に必要なもの 

災害時に避難所における

女性等への配慮が必要だと

多くの市民が感じており、必

要なものとして「男女別の更

衣室」「授乳室」「プライバシー

確保のための間仕切り」「男女

別のトイレ」「女性用品の常備」

などの項目が高い割合になっ

ています。 

 

 

 

資料：令和３年度つくば市男女共同参画に関する市民意識調査 

■今後の取り組み 

（１）生涯を通じた健康支援  

○男女がともに自らの身体について正しい情報を持ち、生涯を通じて、ライフス

テージに応じた心身の健康管理・保持増進を支援する取り組みを充実します。 
 

（２）男女共同参画の視点に立った防災体制の確立  

○防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を促進

するとともに、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立を推進します。 
 

（３）男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援  

○ひとり親家庭や経済的に困難を抱える家庭等に対して、関係機関との連携を

図り、生活支援、就業支援、経済的支援等を充実していきます。 
 

必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえばなくてもかまわない なくてもかまわない

わからない 無回答

回答者数 = 911

（１）男女別の更衣室

（２）授乳室

（３）プライバシー確保のための
      間仕切り

（４）男女別のトイレ

（５）女性用品の常備

（６）女性の運営責任者

（７）女性の相談員

（８）性的被害等の発生予防対策や
      相談窓口 【新規項目】

（９）その他

85.7

80.1

81.6

86.7

81.0

52.7

64.5

60.3

4.0

9.9

13.2

12.6

8.2

13.1

28.0

24.7

25.5

0.4

0.7

1.4

1.5

0.9

0.3

9.4

3.4

5.3

0.3

0.4

0.3

0.4

0.8

0.5

2.4

1.3

1.4

0.8

0.9

0.7

0.7

1.6

3.7

2.1

3.5

3.7

2.5

4.1

3.2

2.7

3.4

3.7

4.0

4.1

91.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

つくば市男女共同参画推進基本計画（2023～2027） 
 

発 行 年 月 令和５年（2023年）３月 

発 行 つくば市 市民部 市民活動課 男女共同参画室 

〒 305-8555 つくば市研究学園一丁目１番地１ 

電話：029-883-1111（代表） ＦＡＸ：029-868-7586 

回答者数 = 911

（１）男女別の更衣室

（２）授乳室

（３）プライバシー確保のための
      間仕切り

（４）男女別のトイレ

（５）女性用品の常備

（６）女性の運営責任者

（７）女性の相談員

（８）性的被害等の発生予防
      対策や相談窓口 【新規項目】

（９）その他


